
ＪＡとは・・・

●ＪＡ（農業協同組合）は、人々が助け合う「相互扶助」の精神のもとに、農業の発展と、よりよい地域社会を築くことを

目的とし、「食と農を基軸として地域に根ざした」協同組合です。

●このためにＪＡは、組合員の営農生活に必要な様々な事業を行っています。また、高齢者福祉活動や食農教育

活動など、すみよい地域社会づくりに向けた活動に取り組んでいます。

ＪＡの組合員てどんな人・・・

●ＪＡの組合員は、「正組合員」と「准組合員」があります。「正組合員」は、農業に従事している人、 「准組合員」は、

主に地域（横須賀市・葉山町・逗子市）にお住まいでＪＡ事業を利用する人です。

●ＪＡは、農家である正組合員の意思決定により運営されますが、准組合員の皆様の意見も伺って事業を運営していきます。

●准組合員の皆様も農業や地域の発展を正組合員とともに支えるパートナーであり、また、農業振興の応援団です。

ＪＡよこすか葉山の

組合員になりませんか

協同組合とは・・・

●協同組合は、参加する組合員のニーズと願いを実現するために、自発的に手を結んだ人々の組織です。

●協同組合は、地域社会に根ざし、その持続可能な発展に寄与することを重視しています。

●協同組合の組合員は、出資者、利用者、運営者の三つの面を併せ持っています。



准組合員になるには・・・

●当ＪＡ地区内（横須賀市・葉山町・逗子市）にお住まいの方をはじめ、一定の要件を満たす方が出資をしていただ

くと、准組合員となることができます。

●出資金は、組合員になる際にＪＡへ預けていただく資金で、組合員の方からお預かりした出資金は、ＪＡの資本金

としてＪＡの運営に役立てております。

●出資口数１口あたり１，０００円となっており、組合員になる際の出資金は１０口１０，０００円でお願いしております。※１・２

准組合員になるための主な要件
詳細についてはお問い合わせください。

①当ＪＡの地区内にお住まいで、今後ＪＡのサービスを継続してご利用いただける方

②当ＪＡの地区内に勤務している方で、当ＪＡで貸出、貯金、購買、共済の事業を
１年以上継続して利用している方（お住まいの地区は問いません。）

～ お 問 合 せ 先 ～

武 山 支 店０４６－８５６－２１１１ 北久里浜支店０４６－８３６－５５２４ 浦 賀 支 店０４６－８４１－０３０３

長 井 支 店０４６－８５６－１０３９ 衣 笠 支 店０４６－８５２－０４２８ 佐 原 支 店０４６－８３４－５６７８

北下浦支店０４６－８４８－０６１１ 大 楠 支 店０４６－８５６－８７２４ 葉 山 支 店０４６－８７５－０１１１

久里浜支店０４６－８３５－０５５５

ＪＡ組合員のお得なポイントとは・・・

ATM手数料の組合員向け優遇サービスを受けることができ
ます。また、遺言信託については組合員価格でご利用いただ
けます。

ＡＴＭ手数料の優遇

ＪＡのイベントや各事業の最新の情報を満載した、
准組合員向け情報誌「Ｃｏｍｉｍｉ」を郵送により
もれなくお届けします。

情報誌「Ｃｏｍｉｍｉ」

当ＪＡの顧問弁護士や顧問税理士による法務・税務相談や
FP資格取得者による遺言信託や資産運用のご相談を無料で
受けられます。

各種無料相談

当ＪＡの決算内容により、出資金に応じた
出資配当金がお受け取りいただけます。※４

出資配当金

●准組合員になる（加入申込）手続については、

支店窓口または各地区の渉外担当者へお申し付け

ください。※３

【留意事項】 加入申込の際は、加入申込書記載の「遵守事項」を充分にご確認の上、お申込みください。
※１ 脱退時は当JAの経営状況により、出資金全額の払戻が保証されるものではありません。
※２ 原則、脱退による出資金の払戻は脱退年度の翌年度に開催される通常総代会後となります。
※３ 毎年、通常総代会開催日の前２週間（概ね６月の第２週～第４週）は加入できません。
※４ 各事業年度終了後剰余金処分に基づくもので、配当率はその年度によって異なります。

① 加入申込書（ＪＡでご用意いたします。）
② 本人確認書類（運転免許証等）
③ 当JA普通貯金通帳および届出印
（口座をお持ちでない方は開設をお願いします。）

④ 出資金

必
要
書
類
等

農業の多面的機能ってどんな機能・・・

●皆様の身近にある「農業」は、野菜や米などの農畜産物の生産だけでなく、この他にも様々な機能を持っています。

組合員になることで、農業の多面的機能を支えることにつながります。


